
 

 
 

「企業主導治験に係る受託研究・治験審査委員会標準業務手順書」新旧対照表 

 

 

条文 新 旧 変更理由 
第５条 
第４項 
１） 
 

審議の採決に参加できる委員が委員総数の過半数

かつ最低でも５名以上の委員が参加しているこ

と。なお、諸事情により開催場に出席できない場

合においては、音声（可能であれば映像も含む）

の送受信により委員会の進行状況を確認しながら

通話することができる方法によって参加すること

ができる。 

審議の採決に参加できる委員が委員総数の過半数

かつ最低でも５名以上の委員が参加しているこ

と。 

新型コロナウイ

ルス感染症等、

有事対応に則し

た記載変更 

 
 
 


